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北海道の中小企業施策を問う 

北海道商工団体連合会 三浦泰裕 
はじめに 

 2011 年 1 月に行った国民大運動実行委

員会の北海道の経済対策に対する要請、

「『産業振興条例』の趣旨にもとづき、道

が行うすべての施策にもとづき反映させ

てください」に対して、道は「本道経済

の活性化を進めるためには、・・・自動車

産業など経済波及効果の高い企業の立地

を促進し、それに対する地場企業の取引

参入の拡大を進める」と回答した。道の

産業政策は、すでに全国では、撤退企業

が続出して破たんをはじめている「企業

誘致」施策が、いまだすべてという回答

である。 
 高橋道政 2 期目を終えるにあたって、

北海道の経済施策、とりわけ中小企業対

策は、どうなっているかを総括してみた

い。 

 
１、 産業振興条例（旧企業立地条例）にもとづく補助金の実態 

 道は、2007 年 12 月にそれまでの北海

道企業立地促進条例を、「大企業を含めた

企業立地の推進と地場中小企業振興の施

策を一体かつ相乗的な推進を図る」とし

て「北海道産業振興条例」に看板を掛け

かえた。しかし看板を替えても、道庁の

担当者の認識はほとんど変わっていない

ということが、冒頭の回答で明らかにな

った。 
 企業誘致予算は、2010 年には 20 億円

を下回ったが、それまで毎年 30 億円前後

がつぎ込まれてきた。 
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表 5 は、03 年から 08 年までの間に補

助金を受けた上位 20 社の一覧表である。

1 位はセイコーエプソン（株）で 17 億

6,500 万円、2 位はバイオ企業の（株）バ

ッファーで 10 億 2,700 万円、以下（株）

大塚製薬、明治乳業（株）と続く。上位 8
位まで道外企業である。20 位のうち道外

企業が 12 社を占め、補助金も上記企業で

62 億円を超え、残りの道内企業の補助金

の合計は、19 億 3,100 万円である。道は、

「経済波及効果の高い企業の立地を促進

し、それに対する地場企業の取引参入を

図る」としているが、半導体製造業、バ

イオ企業、医薬品企業、化学工業などに、

どうして地場企業が取引参入できるので

あろうか？道内の地場産業との産業連関

を考えれば「絵に描いた餅」である。 
 企業誘致のもう一つの施策効果理由は、

雇用の拡大である。しかし、すでに日本

共産党の道議団の追及で明らかになって

いるが、「北海道では 05 年度～09 年度の

5 年間で、雇用増に対する補助金の約 3
割が非正規雇用の拡大に回り、2009 年度

には非正規への補助金が 7 割弱を占めて

いる」（2011 年 2 月 11 日「赤旗」）ので

ある。雇用効果も「お題目」である。 
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２、 いまだ苫小牧東部開発、石狩湾新港開発に巨額の予算が 

 過去のこととして、今は話題にもなら

ずほとんど注視されていないが、苫小牧

東部開発や石狩湾新港開発に投じられて

いる道の予算も毎年巨額である。表 2,3
に示してあるが、苫小牧東部開発には、

1999年に174億円もの巨額の予算が投じ

られただけでなく、その後も毎年 20 億円

を超える予算が投入され、2000 年以降だ

けの累計でも 200 億円を超えている。石

狩湾新港開発も同様に巨額の税金がつぎ

込まれている。2000 年以降の 3 年間に 96

億円超の予算が投入されただけでなく、

04 年以降も毎年 7～8 億円がつぎ込まれ

ている。いずれも企業誘致のための工業

用地造成の開発が破たんした結果、生ま

れた借金の肩代わりとその後の金利の支

払いである。こうした支出は、いつまで

続くのであろうか？この数百億円のお金

を、この間、道内中小企業の支援施策に

投入すれば、どれほどの効果が上がった

であろうかと思うと、憤懣やるかたない

思いになるのは、私だけではない。 
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３、 道の中小企業金融支援は 

 2002 年、道は中小企業振興資金を全面

的に改定した。多様な金融要求に対応す

る制度を整理縮小しただけでなく、固定

金利を融資期間別金利として利上げをし

ただけでなく、銀行の要求に応じて変動

金利を導入した。こうした改定で、1999
年には、6,000 億円を超える預託が必要な

ほど道融資は拡大していたのが、2002 年

には 1,770 億円に一気に縮小し、景気の

悪化で中小企業の金融要求が強まるなか

でも、道融資の縮小傾向は続いている。

加えて、2006 年以降、顕著になっている

のが北海道信用保証協会への補給金の縮

小である。毎年協会へは、2～4 億円の保

証料の補給が行われていたのが、06 年に

8,100 万円になった。以後毎年減少し、

2010 年には 62 万円とほぼゼロである。

道は、道融資の小零細企業者への保証料

補填を廃止したのである。道の中小企業

施策の重大な後退である。 
 制度融資が困難になったもう一つの理

由は、政府によって行われた信用保証制

度の改悪である。これまで 100％だった

保証協会の保証は、80％の部分保証とさ

れ、金融機関のリスクが増えることで保

証付きが条件になっている制度融資のハ

ードルが高くなったのである。同時に変

わったのは、保証料率の改訂である。こ

れまで保証協会の事業者に対する保証料

は、一律（基本的には 1％）だったのが、

リスクに応じたランク保証料率になった

ことである。したがって、経営力の弱い

小企業ほど高い保証料の負担を要求され

ることになったのである。こうしたこと

で、経営内容の悪い（弱い）企業は、制

度融資からも排除される傾向が強まって

きているのである。 
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４、 建設業など地場企業広がっている困難には 

 北海道開発予算の縮減が進んでいる。

麻生内閣の最後の仕事で 2009 年度の補

正予算で少し増え 6,900 億円あったが、

これでもすでに最盛期の 7 割で、道や市

町村を含めた道内の公共事業は、現在は

1999 年の半分に減っている。加えて、民

間工事の減少である。道民の消費力の後

退は、住宅建設に顕著に表れ、2005 年度

5 万件を超えていた新築住宅着工が 2009
年は 2 万 7 千件を下回った。 
 またこの間、建設業者に打撃を与えて

きたのは、政府の季節労働者に対する支

援策の打ち切りである。短期雇用の労働

者への特例一時金を 60 日分から 50 日に

引き下げただけでなく、冬期技能講習助

成給付金制度も廃止した。また冬期間仕

事をした業者に対し雇用した労働者の賃

金の半分を助成する、冬期雇用安定奨励

金が廃止されたのである。かつて 2001 年

には労働者と中小企業に 100 億円を超え

る助成が行われ、2005 年度でも 47 億円

の給付が行われていたのである。道内の

建設産業は、仕事が激減しているうえに、

政府の援助施策が廃止になる二重の打撃

を受けたのである。 
国の施策打ち切りに高橋知事は、真剣

に「異議の申し立て」を行った形跡はな

い。ここ数年の道の建設産業への支援施

策は、もっぱら「業種転換」の勧めであ

る。主には、農業分野への進出の例を推

奨しているが、農民でさえ営農の継続が

困難な状況の下で、素人の建設業者がで

きることといえば、せいぜい「援農」程

度、雇用対策としてはなにがしかの成果

は上がるが、産業政策としては拙劣とし

か言えない。 
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５、 北海道新幹線の札幌延伸に走る高橋知事 

 新幹線建設の地元負担が許容範囲であ

ると、高橋知事は道議会でこたえた。建

設費 1 兆 8,000 億円、地元負担は 3 分の

1 の約 3,600 億円である。火の車の道財政、

加えて新幹線による経済効果より、ＪＲ

の在来線廃止に伴う地域崩壊の方がはる

かに大きい現実をどう考えているのか。

道内の建設業者の多数は、新幹線工事よ

り地域の生活密着型のインフラ公共工事

の拡大を求めている。 
 
６、 道政の地域経済と中小企業支援の転換を 

麻生内閣の緊急経済対策のもとで、道

にも多額の予算が付いた。我々は早速、

地場の中小建設業者の仕事確保のために、

公営住宅の改修などの小規模工事の発注

を求めたが、道の担当者は、屋根や外壁

など大きな工事を発注。要は、発注の手

間がかかる小規模工事を避けたとのこと

である。この間、住宅リホーム助成制度

が、建設業者の「仕事起こし」に有効で

あるだけでなく、経済誘発効果が高いこ

とも立証され、全国の自治体に広がって

いるが、道は全く意欲を示さない。高橋

知事のもと、道政は一事が万事である。 
 一昨年の金融危機以降続いている不況

は、収まるどころか、さらに今年に入り

深刻になっている。「今年の景気見通し

『良い』と答えた中小企業 3.5％、『悪い』

は 83.3％」。2011 年 1 月 5 日に発表され

た信金中央金庫の調査結果である。いま、

道内中小企業は、戦後経験したことのな

い困難に遭遇している。国の政治の転換

はもとより、北海道政の民主的転換が急

務である。 


